
平成２０年港湾運送事業雇用実態調査結果概要

１　事業所の属性に関する状況
（１）事業の種類

（平成20年） （平成15年）

第１図　事業の種類別事業所数（M.A）
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※回答数が５以下は、数値を非表示

　 ６大港全体の「港湾運送関連事業」は、２４５事業所（平成１５年）から２９７事業所（平成２０年）に、平成１５年と比べ２１．２％増加し
ている。港湾別の「港湾運送関連事業」は、平成１５年と比べ、横浜が３１事業所増、名古屋が１８事業所増となっている。
　これらより、横浜において、他港湾と異なる何らかの事情によって港湾運送関連事業を営む事業所が大幅に増加している傾向と考
えられる。

第１図　事業の種類別事業所数（M.A）
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（２）事業所規模

（平成20年） （平成15年）

第２図　事業所規模割合
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　６大港全体では、３０人未満の事業所が全体の６０．７％（平成２０年）を占め、平成１５年（６９．５％）と同じく全体の６割以上となって
いる。港湾別では、横浜で３０人未満の事業所が７５．３％（平成２０年）となっており、平成１５年（７７．６％）と同水準となっている。
　これらより、港湾運送事業を営む主な事業所は小規模である傾向と考えられる。

第２図　事業所規模割合
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２　港湾運送事業量に関する状況

（平成20年） （平成15年）

第３図　革新荷役・在来荷役割合
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　６大港全体では、革新荷役が５８．８％（平成１５年）から７６．４％（平成２０年）に、平成１５年と比べ大幅（１７．６％）に増加している。
港湾別では、平成２０年において、いずれの港湾でも革新荷役割合が増加している。
　これらより、港湾運送事業における荷役作業の革新化等が６大港全体で大規模に行われている傾向と考えられる。

第３図　革新荷役・在来荷役割合
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３　常用労働者の労働条件等に関する状況

（１）年齢階級構成

（平成20年） （平成15年）

第４図　常用労働者年齢階級構成
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　６大港全体では、「３５歳未満」が３２．８％（平成２０年）、「３５～４４歳」が２６．９％（平成２０年）となり、平成１５年と同じく全体の過半
数以上を占めている。港湾別では、平成２０年で「３５歳未満」～「３５～４４歳」がいずれの港も過半数以上を占めている。６大港、港
湾別ともに、「６０～６４歳」が平成１５年と比べ増加している。
　これらより、ある程度年齢が高い労働者が６大港全体で多くを占めている傾向と考えられる。

第４図　常用労働者年齢階級構成
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（２）定年制

（平成20年） （平成15年）

第５図　定年年齢別事業所数
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　６大港全体では、６０歳の事業所が平成１５年と比べ３７事業所減少しているが、それに対応する形で、６１歳以上の事業所が平成
１５年と比べ４１事業所増加している。
　これらより、定年制の延長化が港湾運送事業を営む事業所いくつかで行われている傾向と考えられる。

第５図　定年年齢別事業所数
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（３）退職金

（平成20年） （平成15年）

第６図　学歴別退職金額
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　６大港全体では、平成２０年で「大学卒」１,１６８万円（平成１５年 １,２１３万円）、「高校卒」１,０８７万円（平成１５年 １,０９３万円）、「中
学卒」１,０７２万円（平成１５年 ９６２万円）、「その他」９３２万円（平成１５年 ８３９万円）となっており、「中学卒」と「その他」で増加して
いる。

第６図　学歴別退職金額
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（４）勤続年数

（平成20年） （平成15年）

第７図　勤続年数別労働者構成
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　６大港全体では、「1年未満」～「1～４年」の割合が１９．４％（平成１５年）から３０．４％（平成２０年）に増加している一方、「２０～２４
年」～「２５年以上」の割合が３１．６％（平成１５年）から２５．３％（平成２０年）に減少している。港湾別では、平成２０年でいずれの港
も「1年未満」～「１～４年」の割合が全体の２５％を超えている。
　これらより、熟練労働者が減少している一方、未熟練労働者が増加している傾向と考えられる。

第７図　勤続年数別労働者構成
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（５）賃金形態

（平成20年） （平成15年）

第８図　賃金形態別労働者割合
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　　６大港全体では、平成２０年、平成１５年いずれにおいても「月給」「日給月給」が全体の８０％以上を占めている。港湾別では、名古
屋で「月給」「日給月給」が９１．９％（平成１５年）から７２．５％に減少し、「日給」が４．６％（平成１５年）から２２．４％（平成２０年）に増
加している。また、名古屋・神戸・関門で、「月給」が平成１５年と比べ減少している。

第８図　賃金形態別労働者割合
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（６）不就労日の賃金

（平成20年） （平成15年）

第９図　不就労日に対する賃金割合
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　６大港全体では、平成２０年、平成１５年いずれにおいても「１００％」が７０％以上を占めている。港湾別では、名古屋・関門で
「１００％」が平成１５年と比べ減少している。

第９図　不就労日に対する賃金割合
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（７）職種別労働者数

（平成20年） （平成15年）

第１０図　職種別労働者数
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※回答数３００以下は、数値を非表示

　６大港全体では、平成２０年、平成１５年ともに「沿岸荷役作業員」が最も多く、続いて「船内荷役作業員」となっている。「関連荷役作
業員」については、１,６４１人（平成１５人）から２,３１７人（平成２０年）に、平成１５年と比べ４１．２％増加している。港湾別では、横浜
で「関連荷役作業員」が４７０人（平成１５年）から７１９人（平成２０年）に２４９人増加している。
　これらより、横浜における港湾運送関連事業を営む事業所の大幅増加に伴い、横浜における関連荷役作業員が大幅に増加してい
る傾向と考えられる。

第１０図　職種別労働者数
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（８）労働時間、休日日数

　   ○週所定労働時間

（平成20年） （平成15年）

第１１図　週所定労働時間
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　６大港全体では、平成１５年と比べ大幅な増減はない。港湾別では、大阪で３６．８時間（平成１５年）から３８．８時間（平成２０年）に
増加している。
　これらより、時系列的に見れば各港湾ごとに若干の増減はあるものの、各港湾における週単位の所定内労働時間は平準化されて
きている傾向と考えられる。

第１１図　週所定労働時間
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　   ○月間実労働時間

（平成20年） （平成15年）

第１２図　月間実労働時間
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第１２図　月間実労働時間
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　６大港全体では、１７０．６時間（平成１５年）から１７７．０時間（平成２０年）に増加している。港湾別では、東京・横浜・大阪・神戸・関
門で、平成１５年と比べ増加している。
　これらより、時系列的に見れば各港湾ごとに増減はあるものの、荷役量の増加等に伴い、各港湾における月単位の実労働時間は
概ね増加している傾向と考えられる。



　   ○月間所定外労働時間

（平成20年） （平成15年）

第１３図　月間所定外労働時間
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第１３図　月間所定外労働時間

24.0

18.1

21.5

15.4

17.3

24.7

19.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

６大港

東　京

横　浜

名古屋

大　阪

神　戸

関　門

(時間)

N=721

N=10

N=174

N=102

N=132

N=132

N=78

　６大港全体では、１９．７時間（平成１５年）から２６．７時間（平成２０年）に増加している。港湾別では、いずれの港でも、平成１５年と
比べ増加している。
　これらより、荷役量の増加等に伴い、各港湾における月単位の所定外労働時間は増加している傾向と考えられる。



　   ○年間休日総数

（平成20年） （平成15年）

第１４図　年間休日総数
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第１４図　年間休日総数
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　６大港全体では、１０５．５日（平成１５年）から１０８．０日（平成２０年）に増加している。港湾別では、関門で、１０１．２日（平成１５年）
から１００．６日（平成２０年）に減少している。
　これらより、休日について、他港湾と異なる何らかの事情が関門にある傾向と考えられる。



（９）週休２日制

　   ○週休２日制導入の有無

（平成20年） （平成15年）

第１５図　週休２日制導入の有無
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　６大港全体では、「あり」が平成２０年、平成１５年いずれにおいても約８０％を占めている。
　これらより、港湾運送事業を営む大部分の事業所において、何らかの形態で週休２日制を導入している傾向と考えられる。

第１５図　週休２日制導入の有無
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　   ○週休２日制の形態

（平成20年） （平成15年）

第１６図　週休２日制の形態
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第１６図　週休２日制の形態
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　６大港全体では、「完全」が平成２０年、平成１５年いずれにおいても最も高い割合を占めている。
　これらより、港湾運送事業を営む各事業所において、「完全」週休二日制の導入に向けた動きがある傾向と考えられる。



（１０）交代制勤務

　   ○交代制勤務導入の割合

（平成20年） （平成15年）

第１７図　交代制勤務導入の割合
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　６大港全体では、平成２０年、平成１５年いずれにおいても「なし」が８０％を超えている。港湾別では、東京で「あり」が３．７％
（平成１５年）から１５．２％（平成２０年）に増加している。
　これらより、交代制勤務の導入について、東京において他港湾と比べて積極的な対応が図られている傾向と考えられる。

第１７図　交代制勤務導入の割合
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　   ○交代制勤務の形態

（平成20年） （平成15年）

第１８図　交代制勤務の形態
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第１８図　交代制勤務の形態
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　６大港全体では「２交代制」が平成２０年、平成１５年ともに約６０％を占めている。港湾別では、東京で「３交代制」が８．３％（平成２０
年）に増加し、関門でも「３交代制」が２７．８％（平成１５年）となっていたものが６１．５％（平成２０年）に増加している。一方、大阪では
「３交代制」が７１．４％（平成１５年）から４２．９％（平成２０年）に減少している。
　これらより、交代制勤務の形態について、港湾運送事業を営む各事業所において「２交代制」から「３交代制」への移行の動きがある
傾向と考えられる。



４　港湾派遣労働者及び日雇労働者の利用に関する状況
（１）使用事業所割合

（平成20年） （平成15年）

第１９図　港湾派遣労働者、日雇労働者使用事業所割合
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　６大港全体では、「港湾派遣労働者」が８．６％（平成１５年）から１０．３％（平成２０年）に、「日雇労働者」が１０．９％（平成１５年）か
ら１３．２％（平成２０年）に増加している。港湾別では、名古屋・大阪で、平成２０年、平成１５年ともに「港湾派遣労働者」が「日雇労働
者」を上回っている。一方、神戸では、「港湾派遣労働者」が平成１５年に比べ減少、「日雇労働者」が平成１５年に比べ増加したことに
より、平成２０年では「日雇労働者」が「港湾派遣労働者」を上回っている。
　これらより、荷役量の増加等に伴い、港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の上限日数の緩和（「１人１月につき５日」→「１人１月に
つき７日」（平成１６年厚生労働省告示第１２９号））も受けて、「港湾派遣労働者」や「日雇労働者」を使用する事業所が概ね増加して
いる傾向と考えられる。

第１９図　港湾派遣労働者、日雇労働者使用事業所割合
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（２）募集動機

（平成20年） （平成15年）

第２０図　港湾派遣労働者、日雇労働者募集動機
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　平成２０年、平成１５年いずれにおいても「波動性に対処するため」が８５％を超えている。

第２０図　港湾派遣労働者、日雇労働者募集動機
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（３）就労延人数

（平成20年） （平成15年）

第２１図　就労延人日数
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　港湾別では、名古屋、大阪で、平成２０年、平成１５年のいずれにおいても「港湾派遣労働者」が「日雇労働者」を上回っている。ま
た、横浜で「日雇労働者」が４,３５０人日（平成１５年）となっていたものが、８,５６８人日（平成２０年）となり、大幅に増加している。
　これらより、荷役量の増加等に伴い、港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の上限日数の緩和（「１人１月につき５日」→「１人１月に
つき７日」（平成１６年厚生労働省告示第１２９号））も受けて、「港湾派遣労働者」や「日雇労働者」の就労が増加している傾向と考えら
れる。特に、横浜において、港湾運送関連事業を営む事業所及び関連荷役作業員の大幅増加等も影響し、「日雇労働者」の就労が
増加している傾向と考えられる。

第２１図　就労延人日数
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５　荷役の波動性に関する状況
（１）波動性の大きさ

（平成20年） （平成15年）

第２２図　平日のピーク日とボトム日の就労延人員
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　「ピーク日」と「ボトム日」の差（波動性の大きさ）について、６大港平均では２６５人日（平成１５年）、２７８人日（平成２０年）と大幅な差
異はない。港湾別では、横浜で３４３人日（平成１５年）から５０９人日（平成２０年）に、神戸で６６人日（平成１５年）から３１７人日（平成
２０年）に、それぞれ大幅に増加している。
　これらより、横浜・神戸において、他港湾と異なる何らかの事情によって「ピーク日」と「ボトム日」の差（波動性の大きさ）が増加して
いる傾向と考えられる。

第２２図　平日のピーク日とボトム日の就労延人員
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（２）天候による波動性

（平成20年） （平成15年）

第２３図　天候による波動性
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　「晴と曇りの日の平均就労延人日数」と「雨の日の平均就労延人日数」について、平成２０年、平成１５年いずれにおいても大幅な差
異は見られない。

第２３図　天候による波動性
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（３）月末・月初の波動性

（平成20年） （平成15年）

第２４図　月末・月初の波動性
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　「「月末・月初」の平均就労延人日数」と「「月末・月初以外の日」の平均就労延人日数」について、平成２０年、平成１５年いずれにお
いても大幅な差異は見られない。

第２４図　月末・月初の波動性
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（４）土・日の就労状況

（平成20年） （平成15年）

第２５図　土・日の就労状況
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　６大港平均では、土曜日について１，４６２人日（平成１５年）から１，６４４人日（平成２０年）に、日曜日について２９９人日（平成１５
年）から４８１人日（平成２０年）にいずれも増加している。港湾別では、横浜・名古屋・関門で、土・日いずれについても増加している。
　これらより、荷役量の増加等に伴い、平日の就労のみならず、土曜日や日曜日の就労も概ね増加している傾向と考えられる。

第２５図　土・日の就労状況
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（５）港別日々の波動性
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第26図-1　東京港の就労人員数（平成15年6月）
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　　 平成２０年、平成１５年の各港湾いずれにおいても、天候による就労人員数について大幅な差異は見られない。

第２６図-１　東京港の就労人員数(平成20年6月)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500 全労働者(常用労働者＋港湾派遣労働者＋日雇労働者) 常用労働者
(人)



（平成20年） （平成15年）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

(日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月)

晴 曇 雨 曇 雨 晴 晴 雨 雨 晴 曇 雨 晴 曇 曇 晴 晴 曇 曇 曇 雨 曇 雨 晴 曇 雨 曇 曇 雨 雨

第２６図-２　横浜港の就労人員数(平成20年6月)
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第26図-2  横浜港の就労人員数（平成15年6月）
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第２６図-３　名古屋港の就労人員数(平成20年6月)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500 全労働者(常用労働者＋港湾派遣労働者＋日雇労働者) 常用労働者
(人)

第26図-3  名古屋港の就労人員数（平成15年6月）
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第２６図-４　大阪港の就労人員数(平成20年6月)
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第26図-4　大阪港の就労人員数（平成15年6月）
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第２６図-５　神戸港の就労人員数(平成20年6月)
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第26図-5　神戸港の就労人員数（平成15年6月）
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第２６図-６　関門港の就労人員数(平成20年6月)
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第26図-6　関門港の就労人員数（平成15年6月）
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（６）港湾労働者の過不足

（平成20年） （平成15年）

第２７図　労働者の過不足状況
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第２７図　労働者の過不足状況
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　６大港全体では、雇用労働者が適正であった日が５５．０％（平成２０年）と、平成１５年と同じく過半数を占めている。
　これらより、荷役量の増加等に伴い、土・日の就労が概ね増加している中において、雇用労働者が不足している状況が若干
増加しているものの、港湾労働者の需給バランスは概ね適正な状況と考えられる。



（平成20年） （平成15年）

第２８図-１　月間過剰人員（過剰日における平均過剰人数）
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第28図　月間過剰人員・不足人員
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第２８図-２　月間過剰人員（最も過剰であった日における平均過剰人数）
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　６大港全体では、平成２０年において、月間の過剰日における平均過剰人数（９．８人）が不足日における平均不足人数
（８．８人）より若干多くなっている。港湾別では、東京において平均不足人数（１６．６人）が平均過剰人数（４．１人）より
大幅に多くなっている一方、名古屋において平均過剰人数（２６．６人）が平均不足人数（６．４人）より大幅に多くなっている。
　これらにより、平成２０年における港湾労働者の需給バランスについて、６大港全体では概ね適正な状況であるものの、港湾
別では相当程度の需給ギャップが生じている傾向と考えられる。



第２８図-３　月間不足人員（不足日における平均不足人数）
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第２８図-４　月間不足人員（最も不足であった日における平均不足人数）
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（７）不足の場合の対応方法

（平成20年） （平成15年）

第２９図　常用労働者で不足の場合の対応方法
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第２９図　常用労働者で不足の場合の対応方法
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　６大港全体では、「港湾派遣労働者の派遣を受けた」が２３．９％（平成１５年）から３７．４％（平成２０年）に、「日雇労働者を
雇い入れた」が３２．６％（平成１５年）から５５．３％（平成２０年）にいずれも増加している。港湾別では、大阪で「港湾派遣労
働者の派遣を受けた」が２５．０％（平成１５年）から８２．６％（平成２０年）に大幅に増加している一方、東京では１７．１％（平
成１５年）から９．５％（平成２０年）に減少している。また、名古屋では、平成１５年と比べ、「港湾派遣労働者の派遣を受けた」
が増加している一方、「日雇労働者を雇い入れた」が減少している。
　これらにより、常用労働者が不足している場合において、各事業所内部の労働力を活用するケースが減少している一方、港
湾労働者派遣制度に係る派遣就業の上限日数の緩和（「１人１月につき５日」→「１人１月につき７日」（平成１６年厚生労働省
告示第１２９号））等により、各事業所外部の労働力（「港湾派遣労働者」や「日雇労働者」）を活用するケースが増加している
傾向と考えられる。



（８）最近の日曜夜間荷役等の状況

（平成20年） （平成15年）

第３０図　最近の日曜・夜間荷役等の状況
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第３０図　24時間フルオープン化に伴う最近の荷役状況の変化別割合
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　６大港全体では、「特に変化なし」が７０．３％（平成２０年）となり、平成１５年と同じく過半数以上を占めている。また、「大幅
に増加している」「ある程度増加している」について、平成１５年と比べ減少している。港湾別では名古屋・関門で「ある程度増
加している」が平成１５年と比べ増加している。
　これらにより、最近の日曜夜間荷役等について、港湾別で若干状況は異なるものの、６大港全体では概ね平準化が図られ
てきている傾向と考えられる。
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６　教育訓練の実施状況
（１）教育訓練の実施の有無

（平成20年） （平成15年）

第３１図　教育訓練の実施の有無
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　６大港全体では、「訓練を実施した」が６１．６％（平成１５年）から６６．９％（平成２０年）に増加している。港湾別では、いず
れの港においても「訓練を実施した」が平成１５年と比べ増加している。
　これらにより、港湾運送事業を営む各事業所において、教育訓練の実施に向けた動きがある傾向と考えられる。



（２）教育訓練の実施方法

（平成20年） （平成15年）

第３２図　教育訓練の実施事業所数（M.A）
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第３２図　教育訓練の実施事業所数（M.A）
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※回答数が10以下は、数値を非表示

　「新規採用時の社内訓練」を実施した事業所が３５７事業所（平成１５年）から５５１事業所（平成２０年）に、「新規採用時の委
託訓練」を実施した事業所が１４５事業所（平成１５年）から２２７事業所（平成２０年）にいずれも増加している。新規採用時の
訓練を実施した事業所全体では、平成１５年と比べ５５％増加している。
　これらにより、港湾運送事業を営む各事業所において、新規採用者向け・在職者向け教育訓練がいずれも社内・委託訓練
として積極的に実施されており、特に新規採用者向けの社内・委託訓練に重点が置かれている傾向と考えられる。



（３）教育訓練の種類
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第３３図　教育訓練の種類
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第３３図　教育訓練の種類
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　６大港全体、各港湾別いずれでも、平成２０年、平成１５年ともに「安全衛生」が最も高い割合を占めており、次いでフォークリ
フトとなっている。
　これらにより、港湾運送事業を営む各事業所において、「安全衛生」分野における教育訓練が重点的に実施されている傾向
と考えられる。



（４）実施しなかった理由

（平成20年） （平成15年）

第34図　教育訓練を実施しなかった理由
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　６大港全体では、平成２０年、平成１５年いずれにおいても「対象者がいない」が最も多く、次いで「時間がない」となってい
る。港湾別では、平成２０年において、名古屋で「時間がない」が最も多く、次いで「対象者がいない」となっている。
　これらにより、港湾運送事業を営む各事業所において、「対象者がいる」場合であれば、教育訓練を実施する「時間を確保
する」ことが重要課題である傾向と考えられる。
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